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はじめに

　最近，国が推進する農福連携の一環として，障がい
者の農業分野における就労が注目されている。これは
農業が有する作業の多様性や労働時間の柔軟性等が，
障害の程度等に応じた働き方を提供し得る（石田ら，
2011）との指摘など，障がい者就労に適した産業として
の期待の高まりに加え，農業及び福祉の両分野における
次のような課題や動向等が背景にあると考えられる。
　農林水産業における担い手不足は，多くの地方部に
おける基幹産業の維持・振興，農地の有する多面的機
能の保全等の面で大きな課題であり，高齢化や人口減
少が加速化する中で，さらに深刻さが増している。一

方，我が国の障がい者数は年々増加しており（内閣府，
2014），2015 年現在，総人口の約６％に当たる 788 万
人を超えている（内閣府，2015）。こうした状況に対
し，障害者自立支援法等に基づく各種施策が展開され，
障がい者の就労数は増加しており，民間企業における
雇用者数は 45 万人を超え（厚生労働省，2015a），就
労系障害福祉サービスの利用者も顕著に増加している

（厚生労働省，2013）。しかし，障がい者の雇用状況は，
公的機関等では法定雇用率をやや上回るものの，民間
企業では平均 1.88％と法定雇用率（2.0％）を下回る（厚
生労働省，2015b）状況にあり，障がい者就労は更な
る推進が必要と言える。
　主要な関連研究・調査としては，多数の福祉関連施
設を対象に農業分野における障がい者就労の実態や課
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題等を把握した事例（特定非営利法人日本セルプセン
ター，2014：農村工学研究所，2009a：農林水産政策
研究所，2011，2012）があげられる。また，農業者
を主な対象とし，農業側に視点を据えた事例（前川，
2013：濱田，2009：片倉ら，2007：田中ら，2011）も
みられるが，これらは主に障がい者就労に取り組む先
進的な事例等を対象としたものである。すなわち，既
往の研究・調査の多くは福祉側に視点を据えた事例が
中心であり，農業側から障がい者就労の実態や課題等
を全般的に捉えた事例は少ない。今後，農業分野にお
ける障がい者就労をより一層促進させるには，農業サ
イドに立脚した研究・調査の蓄積が必要と考えられ，
この点は既往研究（濱田，2014）でも指摘されている。
　そこで本研究では，農業分野における障がい者就労
の更なる推進に資する基礎資料として，全国の認定農
業者を対象としたアンケート及びヒアリングを通じ，
障がい者就労の現状や課題等について把握することを
主な目的とした。

調査方法

本研究では，全国の認定農業者を対象としたアンケー
ト及びヒアリングを実施した。
　アンケートは，第１表に示したとおり，公益社団法人
日本農業法人協会の登録会員である認定農業者を対象
とし，同協会との意見交換を通じ設問内容（障がい者
就労の有無，障がい者の分類、就労者数、就労形態，
作業内容，効果，障がい者就労に取り組まない理由，
今後の意向等）を検討・設定した。調査期間は 2015 年
７月 16 日〜 10 月２日であり，個人情報保護の観点から
調査票の配布・回収は FAX・メールにより同協会が行っ
た。なお，調査実施時点で公益社団法人日本農業法人
協会が公表していた登録会員数は約 1,830（2015 年 7
月現在）であり，このうち同協会が FAX番号もしくはメー
ルアドレスを把握している1,660 の認定農業者を，アン
ケートの対象とした。調査票の回収数は 163 票で，有
効回答数は 151 票，有効回答率は 9.1％であった。

　ヒアリングは，第２表に示したとおり，アンケート
において今後の障がい者就労に意欲的な回答を示した
認定農業者の中から，地域バランスや公益社団法人日
本農業法人協会の推薦等を踏まえて４社（埼玉県 A
社，岡山県 B 社，福岡県 C 社，鹿児島県 D 社）を選
定し，2015 年 10 月 29 日〜 12 月 22 日にかけて実施
した。主な設問項目は，アンケートの回答内容を具体
的に把握することに主眼を据え，障がい者就労の現状，
問題点・課題，メリット，今後の意向等とした。

　なお，本研究で対象とした認定農業者とは，農業経
営基盤強化促進法に基づき市町村が策定する基本構想
の目標を目指して，自ら農業経営改善計画を作成し，
その計画が市町村により認定された農業者のことであ
る。また，2015 年３月末現在の全国の認定農業者数
は 19,011 法人等（農林水産省，2015）であるのに対
し，本研究におけるアンケートの有効回答数は 151 票
であった。すなわち，本研究の結果や知見は，農業経
営に対して高い知識や意欲を有する比較的限られた農
業者であり，かつ，その一部の認定農業者を対象に得
られたものである点に留意されたい。

結果および考察

１．障がい者就労の現状
　就労している障がい者の有無に関しては，「就労し
ていない」が 62.3％と最も多く，次いで「就労している」
が 25.2％（38 社），「過去に就労していた」が 12.6％
であった。ヒアリングを通じ，障がい者が就労するきっ
かけは，高齢化した親，地域の養護学校の教員，病院
のソーシャルワーカー等からの依頼のほか，福祉分野
から農業に進出した場合は，社会福祉法人など母体と
なる会社・団体等からの派遣等であることが把握され
た。中でも，近隣の養護学校や福祉施設等からの研修
の受入（田中ら，2011）や，障害がある子供の将来を
心配する親からの相談（濱田，2009：濱田，2010）が
就労のきっかけになることは既往研究でも指摘があ
り，基本的なパターンであると考えられる。なお，福
祉分野から農業に進出する場合，母体組織内に専用部
署を立ち上げるか，別会社を立ち上げ，派遣生産や請
負生産等を行うのが一般的であり（濱田，2010：小柴

Enforcement summary of the interview.
ヒアリングの実施概要．

Table 2.
第2表．

調査対象 社 社 社 社

調査日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

所在地 埼玉県 岡山県 福岡県 鹿児島県

障がい者数 名 名 名 名

就労形態
一般就労

就労継続支援 型
一般就労

就労継続支援 型
一般就労 一般就労

主な生産物 野菜，オリーブ ネギ，ネギ加工品 キノコ類 野菜，茶，豚

主な設問項目 障がい者就労の現状，問題点・課題，メリット，今後の意向

Enforcement summary of the questionnaire.
アンケートの実施概要．

Table 1.
第1表．

調査対象 公益社団法人日本農業法人協会の登録会員： 認定農業者

調査時期
年７月 日〜 月２日

（日本農業法人協会による ・メールによる配布，回収）

回収結果 有効回答数： 票，有効回答率： ％

設問項目

問 ：障がい者就労の有無（単一回答）
【問 ：障がい者就労を行っている認定農業者への設問】
問 − ：就労している障がい者の分類と分類別人数（複数回答）
問 − ：就労の形態と形態別人数（複数回答）
問 − ：就労している障がい者の作業内容（複数回答）
問 − ：障がい者就労の効果（複数回答）
問 − ：障がい者就労に対する今後の意向（単一回答）
【問 ：障がい者就労を行っていない認定農業者への設問】
問 − ：障がい者就労に取り組まない理由（複数回答）
問 − ：障がい者就労に対する今後の意向（単一回答）
問 ：回答者属性（法人名，所在地，正社員数等：記述式）



25

ら，2016），本研究における対象事例もこのパターン
に属すると言える。
　また，「就労している」と回答した 38 社（以降，認
定農業者（就労）とする）には，計 125 名の障がい者
が就労しており，その内訳は身体障がい者が 13.6％，
知的障がい者が 64.8％，精神障害者が 12.8％，その
他が 8.8％であった。なお，就労場所を都道府県別に
みると，福岡県が 20 名，岩手県が 19 名，岡山県及び
鹿児島県が 18 名，それ以外の都道府県では 10 名未満
であった。
　つぎに，認定農業者（就労）が採用している障がい
者の就労形態をみると，「一般就労」が 73.7％と最も
多く，「就労継続支援 A 型」及び「就労継続支援 B 型」
はそれぞれ 10.5％，7.9％であった（第１図）。認定農
業者（就労）のもとで働く計 125 名の障がい者の就労
形態をみると，「一般就労」が 45.6％，「就労継続支援
A 型」が 23.2％，「就労継続支援 B 型」が 17.6％であっ
た（第２図）。このように，障がい者の７割近くが，
一般就労や就労継続支援 A 型など雇用契約に基づく
形態で就労していることが把握された。認定農業者（就
労）のうち就労継続支援（A 型・B 型）作業所として
の指定を受けているのは７社，このうち５社は福祉分
野からの進出企業（分社化等）であった。このように，
福祉分野から進出した認定農業者（就労）は，福祉分
野の支援制度を活用し障がい者就労に取り組む一方，
それ以外の農業分野を主体とする認定農業者（就労）は，
一般就労が中心になっている。これは，福祉分野にお
ける支援制度等の情報が，農業分野において十分に浸

透していない（安中ら，2009）ことも一要因であると
考えられる。また，就労継続支援 A 型に参入する事業
所は，2007 年の 148（厚生労働省，2007）から，2014
年には 2,382（厚生労働省，2014）と顕著に増加する中，
組織ベースでみると当該就労形態が 10％程度であるこ
とから，農業分野における就労系障害福祉サービスへ
の参入は，まだ拡大余地があると考えられる。
　障がい者が従事している作業内容は，「除草」及び「収
穫」が 50.0％と最も多く，次いで「播種・定植」及び「袋
詰・パッキング」が 44.7％，「箱詰・出荷」が 34.2％，

「運搬」が 31.6％，「苗づくり」及び「施肥・農薬散布」
が 28.9％など多様であった（第３図）。障がい者の農
作業の内容は「草取り」,「収穫」,「定植」,「運搬」,

「袋・パック詰め」等が中心であるとの指摘（特定非
営利法人日本セルプセンター，2014）もあり，本研究
の結果との類似性を加味すると，これらの作業は実際
に多く行われている農作業であると考えられる。ヒア
リングでは，障がい者も扱える機械の導入，加工部門
への進出，実演による作業説明の実施のほか，年に複
数回の収穫可能な品目を栽培したり，経済野菜を中心
に大量生産を行うなどの取り組みが把握された。これ
らは，年間を通じた作業の提供や障害特性に応じた作
業分配など，障がい者が働きやすい環境づくりのため
の工夫であると言える。

一般就労

就労継続支援 型

就労継続支援 型

その他

無回答 （複数回答）

Employment types of disabled people taken by 
certified farmers.
認定農業者が採用している障がい者の就労形態．

Fig 1.

第1図．

除草

収穫

播種・定植

袋詰め・パッキング

箱詰め・出荷

運搬

苗作り

施肥・農薬散布

畝立て・マルチ張り

加工品製造

水管理

餌やり

摘果・剪定

糞尿処理

飲食店等での調理配膳・接客

事務作業

飲食店等での調理

搾乳

その他 （複数回答）

Work types of disabled people.
障がい者が従事している作業内容．

Fig 3.
第3図．

一般就労 就労継続支援 型 就労継続支援 型

その他 無回答

Employment types of disabled people.
障がい者の就労形態．

Fig 2.
第2図．
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２．障がい者就労の効果と問題点
　障がい者が就労することの効果としては，「労働力の
確保」が 76.3％と最も多く，次いで「自社の社会的認
知度の向上」が 31.6％であった（第４図）。ヒアリング
においても，障がい者は重要な労働力であるとの指摘
のほか，各障がい者の障害の程度や性格等に応じた作
業分担に伴う生産性の向上，周辺農家からの作業委託
等が主な成果としてあげられた。このように，障がい
者の就労は，農業分野の深刻な問題である担い手不足
の解消に寄与していると言える。また，障がい者の就
労環境を整備するために作業の内容や工程を再考した
結果，生産性が向上し，社会的認知度が高まることで
作業委託など業務拡大に繋がっていると考えられる。

　一方，障がい者が「就労していない」あるいは「過
去に就労していた」と回答した認定農業者（以降，認
定農業者（非就労）とする）に，その理由を尋ねた
ところ，「任せられる作業が限られる」が 55.8％と最
も多く，次いで「作業を安定的に提供できない」が
43.4％，「指導する社員の負担が大きい」が39.8％となっ
た（第５図）。ヒアリングでは，障がい者に適した作
業内容を見出すのに時間を要すること，情緒不安定に
なった障がい者のコントロールが難しいこと，活用可
能な福祉分野の制度や事業等の情報が不足しているこ
とのほか，福祉分野から進出した認定農業者の場合，
初期における基本的な農業の技術・ノウハウ等が不足
していること等が問題点として指摘された。このよう
に，障がい者に適した作業を確保すること，それに伴
う社員の負担増に対する懸念が，障がい者就労の促進
を妨げる一要因であると言える。これは障がい者就労
の成果に加え，障がい者への対応や支援制度の活用等
に関するノウハウ等の情報が，認定農業者において十
分に伝わっていないためと考えられる。また，農業者
の多くが小規模経営であるため，社員の負担が増すこ

とに対する懸念は大きいと考えられる。さらに，農業
分野と福祉分野の双方で生じている情報不足は，既往
研究（濱田，2010：安中ら，2009：小柴ら，2016）で
も指摘されているとおり，地域内における両分野の連
携不足に起因すると言える。

３．障がい者就労に対する今後の意向
　認定農業者（就労）の今後の意向は，「現状を維持
したい」が 57.9％と最も多く，次いで「増やしたい」
が 39.5％，「減らしたい」が 2.6％であった。一方，認
定農業者（非就労）に，今後，障がい者就労に取り
組みたいか尋ねたところ，「分からない」が 57.5％と
最も多く，次いで「思わない」が 24.8％，「思う」が
15.9％であった。このように，認定農業者（就労）の
殆どが，今後について現状維持あるいは拡大意向を示
したのは，先に述べたような効果を実感しているため
と考えられる。また，認定農業者（非就労）の約 16％
が就労意向を有する点を加味すると，今後，認定農業
者における障がい者就労の拡大は期待できる。加えて，
今後について態度を保留する認定農業者（非就労）が
約６を占めたのは，障がい者就労の成果やノウハウ等
の情報が十分に伝わっていないためと考えられる。

おわりに

　本研究で分析対象とした 151 の認定農業者における
障がい者就労の現状としては，約 25％の認定農業者
のもとで障がい者が就労していること，その雇用形態
の多くは一般雇用など雇用契約に基づくものであるこ
と，就労系障害福祉サービスを利用している認定農業

労働力の確保

自社の社会的認知度の向上

労働環境の改善

新規事業の立ち上げ

自社製品の知名度向上

技術指導力の向上

売上の向上

品質管理レベルの向上

その他

無回答 （複数回答）

Effect of employment of disabled people.
障がい者就労の効果．

Fig 4.
第4図．

任せられる作業が限られる

作業を安定的に提供できない

指導する社員の負担が大きい

雇用の仕方がわからない

生産効率が低下する

人手に困っていない

雇用するほど販路がない

社員の理解が得られない

その他

無回答 （複数回答）

Reason to be negative to promote the employment of 
disabled people.
障がい者就労に取り組まない理由．

Fig 5.

第5図．
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者は少ないこと等が明らかとなった。また，認定農業
者（就労）は障がい者を受け入れるために，年間を通
じて作業が可能な環境づくり等に取り組み，障がい者
は障害特性に応じて多様な作業に従事していることも
把握された。こうした現状に対し，認定農業者（就
労）は労働力の確保を中心に，生産性の向上等の成果
を実感しており，約 40％が今後の障がい者就労に拡
大意向を有することが把握された。また，認定農業者

（非就労）も約 16％が受入意向を示しており，認定農
業者における障がい者就労の拡大の可能性が示唆され
た。
　つぎに，本研究を通じて抽出された問題点を踏まえ
ると，障がい者就労の推進にかかる主な課題としては，
①障がい者就労の成果やノウハウ（障がい者への対応，
支援制度の活用等）に関する情報の浸透，②地域にお
ける農業と福祉の連携の２点があげられる。
　①に関しては，障がい者の就労に取り組む導入段階
から，障がい者就労を開始した初期段階において特に
重要であり，障がい者就労のメリット，社員の負担増
に対する不安感の解消，障がい者に適した作業環境の
提供，各種支援制度等に関する情報提供が求められる。
具体的には，関連する調査研究の蓄積により作成され
たマニュアル等（農村工学研究所，2009b：厚生労働
省・農林水産省，2014）を普及していくことが望まれ
る。また，ヒアリングを行った D 社では，福祉施設
向けに農産物生産に必要な設備や技術，必要に応じ収
穫物の販売支援までを含むパッケージ商品を提供して
いる。こうした取り組みは，農業分野における就労系
障害福祉サービスの導入とともに，そこから一般就労
への移行を促す上で効果的なアプローチと言え，今後
の展開が期待される。
　②に関しては，生産現場における障がい者への対処
や，福祉分野から農業に進出した際に生じる技術不足
等に対し，ジョブコーチや福祉施設の職員によるサ
ポート，農業者による技術指導など，地域の関係者が
一体となって取り組むことが望まれる。この際，両分
野を繋ぐコーディネート機能が必要と言え，例えば行
政や農協等がその役割を担うことが想定される。また，
我が国の農業の大部分は小規模経営であることから，
農家単体で障がい者が通年就労できる環境を提供する
ことは難しい。このため，例えば複数の農業者が連携
し，年間を通じて障がい者に作業を提供できる環境と
ともに，そこに福祉関係者によるサポート体制を整備
するなど，地域が障がい者就労の受け皿となる農と福
祉の連携に資する仕組みの検討も望まれる。

摘　　要

　本研究では，農福連携の一環として注目されている
農業分野における障がい者就労について，全国の認定

農業者を対象とした調査を通じ，その現状や課題等を
把握することで，今後の促進に資する基礎資料の取得
を目的とした。その結果，分析対象（151 認定農業者）
の約 25％で障がい者が就労しており，その多くは一
般就労等雇用契約に基づく就労であることや，認定農
業者は障がい者の受入に際し，通年作業が可能な栽培
品目の選択など様々な工夫を行っていること等が把握
された。また，生産性の向上に加え，障がい者が就労
する 38 認定農業者のうち約 75％が労働力の確保を障
がい者就労の効果として認識しており，約 40％が今
後の障がい者就労に対して拡大意向を有すること等も
把握された。一方，提供する作業内容の限定性や障害
の程度に応じた作業分配の困難さ，これらに伴う社員
の負担に加え，農業分野からは福祉関連の情報不足，
福祉分野からは農業生産に関連する技術の不足等が問
題点として抽出された。これらの結果を踏まえ，農業
分野における障がい者就労の促進にかかる主な課題を
抽出するとともに，その対応策について若干の検討を
行った。
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